
小・中学校公開への高校生の参加について 

 

岩手県教育委員会事務局教職員課 

 

１ 趣旨 

（１）高校生の主体的な進路選択の一助とする。 

（２）高校生に教員の魅力を発信し、将来の教員のなり手確保に資する。 

 

２ 学校公開への参加者 

  県内の公立高等学校に在籍し、参加を希望する高校生 

 

３ 事前指導 

  参加を希望する高校生に対して、在籍校にて参観のマナー等について事前指導を行うこと。 

（１）私語を慎む。 

（２）授業中、児童生徒に話しかけない。 

（３）校内でスマートフォン等を使用しない。 

（４）無断で静止画、動画を撮影しない。 

（５）立ち入りを許可されていない場所へ踏み入れない。 

（６）水分補給以外に飲食はしない。 

（７）児童生徒のお手本となる行動を心掛ける。 

（８）資料や知り得た情報の取扱いについては、十分に注意する。     

 

４ 学校公開を実施し、高校生が参加できる学校及び参加申し込み方法 

（１）別添「令和６年度学校公開一覧」（エクセル様式）を参照すること。 

   右の二次元コードからも確認できます。 

（２）授業研究会への参加が可能な学校もあります。 

（３）参加を希望する生徒がいる場合、高校の職員より申込先へ連絡してください。 

  

５ その他 

（１）参加費や移動に係る交通費が発生する場合は、参加する高校生本人が負担するものとする。 

（２）移動中や公開研究会授業中に参加高校生が事故等にあった場合、基本的に小・中・義務教育学校が 

責任を負うことはないものとする。 

 

 

 


